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◇◇  学学 校校 のの 概概 要要  

  

（（１１））学学校校のの所所在在地地 

     〒56０-0005  豊中市西緑丘２丁目 10 番 1 号 

T E L ０６－６８４9－７６６８・３３８３ 

F  A  X ０６－６８４６－９６１９ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/shoji/ 

 

（（２２））通通学学区区域域 

・緑 丘 １～５丁目

・西緑丘 １丁目・２丁目・３丁目(1 番～９番のみ) 

 
（（３３））児児童童数数・・家家庭庭数数・・学学級級数数  令和３年（２０２１年）５月１日現在 

・児童数  ８３１人  

・家庭数 ６４６世帯 

・学級数  

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 支援学級 合計 

学級数 ４ ４ ５ ４ ４ ４ ８ ３３ 
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※1・2 年は大阪府の少人数学級編成（35 人基準） 
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◇◇  学学  校校  のの  特特  色色  

昭和 49 年（1974 年）4 月、31 番目の小学校として新設され、宅地の開発と

ともに 1,000 人を超える大規模校となりました。令和３年（202１年）5 月現在の

規模は、児童数 8３１人、3３学級です。大規模校のメリットを生かし、様々な子ど

もたちが生活する中で、仲間意識や連帯感など、人と人がつながろうとする力（社会

力）を培おうとしています。友だちや地域の人たちとつながりあうことにより、心豊

かな子どもたちを育て、魅力のある学校をめざしています。 

 

◇◇  学学 校校 教教 育育 目目 標標      

国際社会を 心豊かに 元気に かしこく生きる子どもの育成  

－めざす子ども像－  

思思  いい  やや  りり  のの  ああ  るる  子子  どど  もも  

元元   気気   のの   ああ   るる   子子   どど   もも   

よよ   くく   考考   ええ   るる   子子   どど   もも   

◇◇  日日  課課  表表  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

時時  間間    内内  容容  

８：００  ～  ８：２０ 集団登校 

８：３０  ～  ８：４５ 

全校朝会（月曜のみ）           

朝学習・学級活動         

学習タイム・読書タイム 

８：４５  ～  ８：５０ 健康観察 

８：５０  ～  ９：３５         

９：４０  ～ １０：２５  

１０：２５ ～ １０：４５          

１０：４５ ～ １１：３０          

１１：３５ ～ １２：２０          

１２：２０ ～ １３：０５          

１３：０５ ～ １３：２５          

１３：２５ ～ １３：４５          

１３：４５ ～ １４：３０ 

１４：３５ ～ １５：２０      

１５：４０ 

１校時                     

２校時                               

２０分休み                    

３校時                                 

４校時                          

給食                          

昼休み                          

清掃                       

５校時                           

６校時                        

最終下校 
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年年間間行行事事予予定定  

 

４月 

 

 

入学式・始業式  

給食開始 

授業参観・学級懇談会 

１年生を迎える会 

PTA全体委員会 

各種健診・測定 

９月 

 

 

給食開始 

人権参観・学級懇談 

運動会練習開始 

二測定 

地区児童会 

 

１０月 

 

運動会          

秋の体験学習（1～５年） 

少路地区市民体育祭・文化祭 

 

５月 

 

地区訪問 

春の体験学習（1～３年） 

５年体験学習（鉢伏高原） 

土曜参観・学級懇談・PTA総会 

火災避難訓練 

地区児童会 

 

１１月 秋の体験学習（６年）    

イレブンフェスタ 

音楽会 

不審者避難訓練 

個人懇談 作品展 

６月 創立記念日（6/5） 

春の体験学習（４年）    

水泳指導開始 

個人懇談 

６年修学旅行（広島） 

１２月 

 

終業式 

（冬休み） 

１月 

 

始業式 給食開始 

新年かるた会・もちつき大会 

地震避難訓練 

オープンスクール 

 

７月 

 

短縮授業開始 

少路まつり 

プール納め 

終業式  

〈夏休み〉 

プール開放 

水泳大会（６年） 

２月 授業参観・学級懇談・PTA総会 

6年生を送る会 

３月 地区児童会 

卒業式 修了式 

 

 

８月 

 

〈夏休み〉 

始業式（8/26） 

 （春休み） 

 

※ あくまでも例です。新型コロナウィルスの感染状況等により変更する場合があります 

のでご注意ください。 

詳しくは月ごとの「少路だより」「学年だより」等でその都度お知らせします。 
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◇◇学学校校生生活活ををススムムーーズズななももののににすするるたためめにに  

 

（（１１））正正ししいい生生活活ののリリズズムムをを  

 夜遅くまで起きていて、朝なかなか起きられない児童は、１日のリズムが乱れ、午前中

は特にぼんやりとしていて学習したことが身につきません。気持ちよく目覚め、しっかり

朝食をとって、ゆとりを持って登校するようにしてください。 

 

（（２２））ココミミュュニニケケーーシショョンンががととれれるる子子にに    

呼ばれたら「はい」と返事ができ、「おはよう」「ありがとう」など挨拶ができ、きちん

と相手の目を見て話をしたり、聞いたりできることが、コミュニケーションの第一歩です。 

話し手の目をきちんと見て、ゆっくり話を聞けるように、また恥ずかしがらずに挨拶や

返事ができるように家庭での習慣づけをお願いいたします。 

 

（（３３））自自分分のの物物ががわわかかるるたためめにに  

学用品やかばん、靴や服等が、自分の持ち物とわかるように、ひとつひとつ記名をお願

いします。また、自分で翌日の準備をすることで、自分の持ち物を識別し、大切にするこ

とにつながります。 

 

（（４４））自自分分ののここととはは自自分分ででででききるる子子どどももにに  

靴や服をひとりで脱ぎ着することができたり、たたんだりすることができたり等、お子

さんが自分で身の回りのことをするようにお声かけください。その際、保護者の方が見守

ってくださると、お子さんが安心し、身の回りのことをしようとする意欲につながります。 

 

（（５５））トトララブブルルをを前前向向ききにに受受けけ止止めめててくくだだささいい  

同年齢の児童が一緒に活動をするとき、トラブルはつきものですが、子どもは様々なト

ラブルを通して、お互いを理解し、認め合うことを学び取っていきます。子どもどうしの

関わりから、コミュニケーション能力や社会性を育むことにつながっていくよう、ご支援

をお願いします。 
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（（６６））配配布布さされれたたププリリンントトはは必必ずずおお読読みみくくだだささいい  

学校から保護者のみなさまに、お知らせやお願いのプリントを配布しています。特に入

学当初は、たくさんあります。大切なことが伝わらなかったり、提出期限を過ぎてしまっ

たりということのないよう、毎日プリントの有無を確かめていただき、よくお読みくださ

い。また、返事の必要なものは必ずご提出ください。 

 

（（７７））学学校校とと家家庭庭のの連連携携  

保護者のみなさまと学校が連絡を密に取り合ってこそ、児童を健やかに育てていくこと

ができます。どんなことでも遠慮なく、ご連絡、ご相談ください。連絡帳や電話等で学校

にご連絡ください。 

 

（（８８））地地域域でで子子どどももをを育育ててよようう  

大人どうしが顔見知りになり、たくさんの目と手で子どもたちを育んでいくことの重要

性がクローズアップされています。そのためにも、学校行事やＰＴＡ活動、しょうじ子ど

も教室、公民分館主催の地域行事などに積極的にご参加くださいますよう、お願いいたし

ます。 

 

（（９９））子子どどもものの安安全全をを守守るるたためめにに  

全国各地で、児童を狙った事件が多発しています。ご家庭でも次のことについて、ご指

導をお願いします。 

 

◆ できるだけ近くの子どもと一緒に下校する。 

◆ 遊びに行くときは誰とどこで遊ぶのか、帰って来る時間を確認する。 

◆ 遊びに行くときもひとりで出て行かない。できるだけ複数で出かける。 

◆ 知らない人についていかない。何かあったら大声で近くの人に知らせる。 

  

5 --



- 6 - 
 

◇◇  準準備備物物等等ににつついいてて  

（（１１））服服装装・・持持ちち物物・・学学用用品品ににつついいてて  

学用品等の購入については担任とよくご相談ください。原則として、持っておられるも

ので代用できるものは、特に購入する必要はありません。 
 

 服装 

制服・制帽はありません。活動しやすい服装で通学してください。 
 

 かばん 

両手が空くかばん（ランドセル、リュックサックなど） 
 

 家庭で準備するもの 
 
 

 

 

 

 

 

         ふたのあるもの 

     

 

※ 上靴と体育館シューズについて 

白の上靴と体育館シューズ(ひも付きでないもの)を１足ずつ用意してください。色や

形状が多少違っていても構いません。 また、体育館シューズの上面には ○体  と書き、

上靴との違いがわかるようにしてください。 

(どちらも 学年・組・名前を記入してください。) 
 
 
 
 
 
 

 体操服 

特に指定はしていませんが、以下に示すものを標準と 

していますので参考にしてください。 

① 白の半そでのシャツ 

② ブルーのハーフパンツ（男女ともに） 

③ 赤白帽 

④ 体操服を入れる袋（ひも付き） 

 

※ 転入生の場合は、前の学校で使用していたものがあればそちらを使用していただいて

も構いません。 

○ねん○くみ 
    ○○  ○○ 

５～７ｃｍ 

２５～３０ｃｍ 

２０～２３ｃｍ 

お道具箱のサイズ(めやす) 

 

➀鉛筆２Ｂ（5 本）・赤鉛筆（1 本） ②消しゴム ③筆箱 ④下敷き  

⑤クレパス（１６色程度） ⑥色鉛筆（１２色程度） ⑦はさみ  

⑧セロテープ ⑨上靴 ⑩体育館シューズ ⑪お道具箱（下図参照） 

ひもから袋の下まで約４０㎝ 

（名前は袋の外側にわかるように 

記入してください。） 
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 給食着 

個人持ちとなっています。エプロン、帽子、マスク及びそれらを入れる袋(ひもから袋の下

までの長さが４０㎝くらい)を用意してください。低学年の児童でエプロンを新しく購入され

る場合、できれば脱ぎ着しやすい割烹着タイプにしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 はし・マスク 

給食のある日は持たせてください。 

お箸とマスクを入れる袋も用意してください。 

※ 一年生は給食が始まる日までにご準備ください。 

くわしくは入学後、学級担任からお知らせします。 
 
 

 水筒 

飲料用にお茶かお水を入れて、持たせてください。 
 

 
 水泳の用意 

水着は男女とも紺色のもの、帽子は男女とも 

白色のものを着用ください。くわしくは 

水泳指導開始時に学年だより等でお知らせします。 
 
 
 
 その他 

学年に応じて下記のような物品が必要になります。 

＊ 鍵盤ハーモニカ、絵の具セット    １年生から使います。 

＊ リコーダー、習字道具、国語辞典    ３年生から使います。 

＊ 漢和辞典                ４年生から使います。 

＊ 裁縫セット              ５年生から使います。 

                    

 

すすべべててのの持持ちち物物（（学学用用品品～～衣衣類類ままでで））ににはは必必ずず名名前前（（11 年年生生ははひひららががななでで））をを記記入入ししてて

おおいいててくくだだささいい。。これら以外の持ち物で、特にご家庭で用意していただくものがある場合は、

学級担任から連絡いたします。 

袋袋の中に 帽帽子子・・ママ

ススクク・・エエププロロンン（白

色・脱ぎ着しやす

いもの） 

ひもから袋の下まで約４０㎝ 

（名前は袋の外側にわかる 

ように記入してください。） 

 なまえ 

 なまえ 
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（（２２））各各書書類類ににつついいてて  

 小学校児童個人カード 

各種書類作成・名簿等の元になる書類です。連絡先・通学路の地図・家族関係などでき

るだけ詳細に記入してください。なお、連絡先等記入事項に変更が生じたときは、必ず担

任までお知らせください。 
 

 

 こどもの健康調査票 

学校で行う健康診断の参考資料とさせていただきます。毎学年４月または転入時に記入

していただき、小学校卒業まで使用します。 
 
 

 緊急連絡カード 

保護者の方への緊急時の連絡や医療機関受診時に使用します。記入上の注意など詳細は

16 ページを参照してください。 
 

 

 預金口座振替依頼書 

学習実費・積立金・ＰＴＡ会費等の納入の際に口座振替を利用するための書類です。 

本校の口座振替指定金融機関・支店は池池田田泉泉州州銀銀行行・・北北豊豊中中支支店店となっています。池田

泉州銀行の他の支店の口座でも振替できますが、返金の際に手数料がかかる場合がありま

すので、これから口座開設をされる方は、できるだけ北豊中支店での開設をお願いします。 

記入例を参考に作成し、池田泉州銀行・北豊中支店で確認印をもらってから提出してく

ださい。ごきょうだいが本校に在籍している場合でも、預金口座振替依頼書の提出は必要

となります。詳細は 11 ページを参照してください。 
 

 

 豊中市学校給食費預金口座振替依頼書（緑の用紙） 

豊中市教育委員会事務局が給食費を口座振替するために必要な書類です。金融機関で手

続きが完了しますので、学校へ提出する必要はありません。（12 ページ参照） 
 
 

 アレルギーについての調査票 

学校での配慮事項、学級担任に知っておいてほしいことなどがあれば、なるべく詳しく

記入をお願いします。 
 
 

 スポーツ振興センター加入同意書 

学校活動、登下校中のけがなど、万一の場合を考慮して毎年全員加入をお願いしており

ます。制度の詳細は１７ページを参照してください。 
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◇◇  学学校校生生活活をを送送るるににああたたっってて  

集集団団登登校校ににつついいてて  

本校では PTA 生活指導委員会の協力を得て、集団登校を実施しています。集合場所、時

刻等は各班の生活指導委員さんにお問い合わせください。転入生の方は、登校班の生活指導

委員さんに転入することを連絡してください。 

 

保保護護者者のの方方がが学学校校へへ来来らられれるるとときき（（学学校校行行事事・・ＰＰＴＴＡＡ活活動動等等））  

学校に来られる際は必ず「入校証」を着用してください。 

  

  

学学校校ととのの連連絡絡（（学学校校をを休休むむととききななどど））  

ご家庭から担任へ連絡があるときは、お急ぎでなければ「連絡帳」でお願いします。欠席・

遅刻等される時は理由を連絡帳に書いて、ごきょうだいに頼んでください。ごきょうだいが

いらっしゃらない場合以外は、電話での連絡はご遠慮ください。担任から連絡することもあ

りますので、連絡帳は毎日ご確認ください。放課後に相談等で来校されるときは、事前に連

絡してください。（電話対応できる時間帯は平日 8：00～1７：３0 です） 

 

学学校校にに忘忘れれ物物ををししたたとときき  

「忘れ物をしないように」することが大切です。原則として、平日の下校時刻以降に忘れ

物を取りにくることはできません。緊急な場合は一度学校に連絡するようにしてください。

土・日・祝日は対応できません。 

 

放放課課後後ここどどももククララブブ（（ななかかよよしし学学級級））ににつついいてて  

 豊中市では、放課後帰宅しても保護者の方がいない児童(1～４年生を対象)のために、放課

後こどもクラブ(なかよし学級)を開設しています。入会の手続き・お問い合わせは、直接ななかか

よよしし学学級級（（℡℡0066--66884466--99662299））までお願いします。 

 

学学校校連連絡絡メメーールルににつついいてて  

   学校から保護者・関係者向けの連絡手段として、学校連絡メールを利用しています。 

  任意ですが、学校連絡メールへの登録をお願いします。詳細は別紙を参照してください。 

「入校証」は入学時・転入時に各家庭２つずつ配布しています。 

紛失されたときは学校までご連絡ください。 
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学学
がっ

校校
こう

生生
せい

活活
かつ

のの きき まま りり  
 

  

  

１．毎朝
まいあさ

、健康
けんこう

のチェック
ち ぇ っ く

をしよう。 

２．集団
しゅうだん

登校
とうこう

をする。（集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

ではあいさつをする。） 

３．登
とう

下校
げ こ う

は、通学
つうがく

路
ろ

（決
き

められた道
みち

）を通
とお

る。 

４．集団
しゅうだん

登校
とうこう

の班
はん

が出発
しゅっぱつ

したら、忘
わす

れ物
もの

があっても、家
いえ

に取
と

りに帰
かえ

らない。 

５．持
も

ち物
もの

には、すべて学年
がくねん

・組
くみ

・名前
な ま え

を書
か

く。 

６．学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

のないもの（ゲーム類
るい

・おやつ・携帯
けいたい

電話
で ん わ

など）やお金
かね

を持
も

ってこない。 

  室内で過ごすために、折り紙
お   が み

・本（1 冊）は持ってきてよいが、お家
うち

の人
ひと

と相談
そうだん

して、 

責任
せきにん

を持
も

って管理
か ん り

する。（ただし、人
ひと

には貸さない
か    

。） 

７．チャイムの合図
あ い ず

を守
まも

って行動
こうどう

する。 

８．校舎内
こうしゃない

は上
うわ

ぐつをはき、体育館
たいいくかん

では体育館
たいいくかん

シューズをはき、学年
がくねん

・組
くみ

・名前
な ま え

をはっきり書
か

い

ておく。 

（忘
わす

れた時
とき

は、クラスのスリッパをはく。） 

９．ろうか・階段
かいだん

は、右側
みぎがわ

を歩
ある

き、走
はし

らない。 

10．運動場
うんどうじょう

で遊
あそ

ぶ。 

（体育館
たいいくかん

の周
まわ

りやピロティ、ろうか、アスファルトのところ、階段
かいだん

では遊
あそ

ばない。） 

11．朝礼
ちょうれい

台
だい

にコーンが立
た

っているときは、運動場
うんどうじょう

に出
で

ない。 

12．サッカーなどボールをける遊
あそ

びや、バットを使
つか

っての遊
あそ

びは禁止
き ん し

。 

13．使
つか

ったものは、決
き

められた場所
ば し ょ

にもどす。（タイヤ、一輪車
いちりんしゃ

などをもとの 所
ところ

にもどす。） 

14．職員室
しょくいんしつ

には用事
よ う じ

のある人
ひと

だけが入
はい

る。 

15．下足室
げそくしつ

の傘
かさ

立
た

てに置
お

き傘
がさ

をしない。 

16．下校
げ こ う

時刻
じ こ く

を守
まも

る。 

（１～６年
ねん

 放課後
ほ う か ご

遊
あそ

びなし。 ＊授業
じゅぎょう

終了後
しゅうりょうご

、20分後
ぷ ん ご

に最終
さいしゅう

下校
げ こ う

。） 

17．忘
わす

れ物
もの

があっても、学校
がっこう

に取
と

りにこない。 

18．用事
よ う じ

で学校
がっこう

にくるとき、自転車
じてんしゃ

に乗
の

ってこない。 

19．遊具
ゆ う ぐ

を安全
あんぜん

に使
つか

う。 

（ブランコの立
た

ちこぎ、二人
ふ た り

乗
の

りはしない。１年生
ねんせい

はビッグランドの一番上
いちばんうえ

まで登
のぼ

らない。） 

20. 休み
や す み

時間
じ か ん

等
とう

のあとは、毎回
まいかい

手洗い
て あ ら い

をしよう。 
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◇◇  事事務務室室かからら  

（（１１））学学校校諸諸費費・・給給食食費費のの納納入入ににつついいてて  

① 学校諸費について 

本校では教育活動にかかる経費のうち、学習実費・積立金・PTA 会費について 

銀行の口座振替で納入をお願いしております。 

 

・学習実費…ドリル・ノート・体験学習代・スポーツ振興センター掛金等 

・積立金 …5 年宿泊体験学習・６年修学旅行等 

(４年生から積み立てます。) 

・PTA 会費…PTA 活動費用 

（きょうだいが在学されている家庭は、上の学年の児童から振替 

させていただきます。） 

 
 

＊口座振替指定金融機関：池田泉州銀行 北豊中支店 

【豊中市西緑丘 3-12-1 ℡ (06)6848-5771】 

 

  

≪≪口口座座のの開開設設とと振振替替のの手手続続きき≫≫  

  

○ 池田泉州銀行に普通預金口座をお持ちでない方  

池田泉州銀行北豊中支店で普通預金口座を開設してください。その際には、口

座に使用する印鑑と免許証や保険証などの本人確認書類が必要です。口座開設後、

「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、銀行の窓口に提出して確認印をも

らった後、学校に提出してください。（複写上２枚。） 

 

○ 池田泉州銀行にすでに普通預金口座をお持ちの方 

「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、銀行の窓口で確認印をもらった

後、学校に提出してください。（複写上２枚） 

 

⇒⇒  銀銀行行確確認認印印ををももららっったた「「預預金金口口座座振振替替依依頼頼書書」」（（複複写写上上２２枚枚））はは入入学学式式当当日日、、受受付付  

へへ提提出出ししててくくだだささいい（（転転入入さされれたた方方はは、、後後日日学学校校へへ提提出出ししててくくだだささいい））。。複複写写３３枚枚  

目目（（おお客客様様控控））はは提提出出不不要要でですす。。  

 

※ 最初に登録されました口座番号・登録名義の変更をされる場合は、必ず学校へ連

絡をお願いします。 
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② 給食費について 

給食費については、口座振替にて豊中市教育委員会事務局 学校給食課へ納入してい

ただきます。

給食費の詳細については、別紙「学校給食費のご案内」を参照してください。また、

給食費についても口座振替の登録が必要となりますので、同封の「豊中市学校給食費預

金口座振替依頼書」（緑の用紙）に必要事項を記入の上、裏面の取扱金融機関に提出し

てください。なお、「豊中市学校給食費預金口座振替依頼書」は学校へ提出する必要は

ありません。

    ◇ 年度途中に体の調子等で牛乳が飲めなくなった場合や給食に関してご相談がある場

合は、担任までご連絡願います。 

◇ 疾病等による長期欠席（給食実施日を連続して 5 日以上欠席）の場合、給食の停止

対象となりますので、欠席する期間を前もって学校まで申し出てください。 

◇ その他給食費の振替等でご不明な点につきましては、直接豊中市教育委員会事務局へ

お問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

問合せ先：豊中市教育委員会事務局 学校給食課 

所 在 地：〒561-0891 豊中市走井 3-27-1 

ＴＥＬ：（06）6843-9101 ＦＡＸ：（06）4307－5610 
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【豊中市教育委員会事務局 教育総務課 学務係】 

 豊中市役所第一庁舎 6 階 ℡ 06－6858－2553 

 

（（２２））就就学学援援助助制制度度ににつついいてて  

  お子さまが学校生活を送るうえで必要となる教材費や学校諸費・給食費等について、一

定の所得条件を満たすご家庭に豊中市が援助を行う制度があります。手続き・お問合せは

豊中市教育委員会事務局 教育総務課 学務係までお願いします。 
 

     

 

  

（（３３））教教科科書書ににつついいてて  

    教科書は無償給与となっており、使用する教科書は市（地域）ごとに採択されています。

一一度度給給与与さされれたた教教科科書書はは再再給給与与さされれなないいここととににななっってていいまますすののでで、、紛失された場合は、ご

家庭で購入していただくことになります。年度途中で転出（転入）した場合は、転出（転

入）先の学校で使っている教科書と異なる教科書のみ無償給与されます。ただし、3 月中

に転出（転入）の場合は､給与されません。また、下記の教科書は複数年使用しますので

注意してください。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

学年 教科書の種類 使用期間 

１年 
生活   １･２年 上･下 

２年生まで 
図画工作 １･２年 上･下 

３年 

地図帳 ６年生まで 

図画工作 ３･４年 上･下 
４年生まで 

保健 

５年 

図画工作 ５･６年 上･下 

６年生まで 家庭   ５･６年 

保健   ５･６年 

 
◎教科書取扱書店 

((株株))古古川川商商店店        ℡ 06-6854－5979 

（阪急バス「豊中高校前」下車すぐ） 
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【豊中市教育委員会事務局 教育総務課 学務係】 

豊中市役所第一庁舎 6 階 ℡ 06－6858－2553 

（（４４））転転居居さされれるる場場合合  

    本校在学中に転居をされる場合の手続きは以下のようになります。転居日が決まった時

点で早めに学級担任までお知らせください。 

 

豊中市外へ転校する場合 

〔〔転転居居前前〕〕  

1.豊中市役所市民課または新千里出張所、庄内出張所で転出届を提出してください。窓口

で「転学通知書」が発行されます。 

※市役所の受付は転居日の約２週間前から可能です。 

2.「転学通知書」を少路小学校へお持ちください。「在学証明書」および「教科書給与証

明書」を作成してお渡しします。  

〔〔転転居居後後〕〕 

1.転校先の市町村および小学校で転入の手続きをしてください。転校先の小学校へ「在学

証明書」及び「教科書給与証明書」を提出してください。 

 

豊中市内で転校する場合 

  〔〔転転居居後後〕〕    

1.豊中市役所市民課または新千里出張所、庄内出張所で転居届を提出してください。少路

小学校の「転学通知書」と、転校先の「転入学通知書」が発行されます。  

2.「転学通知書」を少路小学校へお持ちください。「在学証明書」および「教科書給与証

明書」を作成してお渡しします。  

3.転校先の小学校へ「転入学通知書」「在学証明書」および「教科書給与証明書」を提出

してください。 

  

少路小学校区内で転居する場合 

1.転居後 1４日以内に豊中市役所市民課または新千里出張所、庄内出張所で転居届を提出

してください。   ※学校での手続きは必要ありません。 

2.学級担任に住所や電話番号などの変更事項をお知らせください。 

3.集団登校班が変わりますので、転居前と転居後の集団登校班の生活指導委員さんにそれ

ぞれ連絡をしてください。 

  

校区外から引き続き通学を希望される場合 

    少路小学校区外に転居後も、引き続き通学を希望される場合、一定期間の校区外通学が認

められることがあります。手続き・お問合せは豊中市教育委員会事務局 教育総務課 学務係

までお願いします。（新千里出張所、庄内出張所では手続きできません。） 
 
 

    
 

※ 校区外通学が認められた場合は、担任及び集団登校班の生活指導委員さんまでご連絡ください。 
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◇◇  保保健健室室かからら  

保健室は、お子さんが元気で楽しい学校生活が送れるように、学級担任と連携し、サポート

する場です。保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

○ 学校でのけがの応急手当や、体調不良での一時休養ができます。 

医療行為ができないので、薬を与えることや継続した治療はできません。 

○ 健康診断を行います。 

からだの調子や成長を知ることができます。 

○ 心やからだの健康について相談を受けます。 

お子さんや保護者の方と一緒に考えます。 

○ 困ったこと（トイレの失敗など）がある時は、対応します。 

新しい下着などを用意しています。（返却は同サイズの新しい物でお願いします。）  

なお、嘔吐物等のついた衣類につきましては、二次感染防止のため、そのまま密閉し

てお渡しします。ご了承ください。                        

（（１１））学学校校ににおおけけるる健健康康診診断断  

学校では「学校保健安全法」に基づいて、健康診断が実施されます。詳しい内容や日程

については、学校から配布されるおたよりをご覧ください。 

学校で行われている健康診断は「スクリーニング検査」と呼ばれているものです。お子

さんの健康状態を把握することが中心であり、健康の保持増進を目的としています。 

健康診断の結果、もう少し詳しく検査をしたほうがいい場合は「結果のお知らせ」をお

渡ししますので、なるべく早めに医療機関を受診するようお願いします。 

 

（（２２））学学校校でで元元気気にに過過ごごすすたためめにに  

学校では、始業前に担任が健康観察を行い、お子さんの健康状態や欠席状況を把握して

います。おうちでも登校前に、お子さんの健康観察をお願いします。朝、体の不調を訴

えた時や発熱時は、無理に登校させないで様子を見てあげてください。 

また、嘔吐・発熱後などで体力が低下しているときは、回復するまでおうちでゆっく

り休ませてあげてください。体調に不安を抱えながら登校した日は、連絡帳で担任まで

お知らせください。 

 

ここんんななととききはは、、注注意意ししててくくだだささいい  

・顔色が悪い  ・食欲がない  ・発疹が出ている  ・目が充血している 

・のどが痛い  ・咳が続く  ・おなかが痛い、下痢をしている   

・嘔吐、吐き気がある  ・きげんが悪い  

 

15 --



- 16 - 
 

（（３３））学学校校ででののけけががやや体体調調不不良良のの時時  

けがについて 

その日学校で起きたけがの応急手当をします。学校での手当の後はご家庭で様子を

見てあげてください。その後の様子によって、医療機関を受診された場合は、学校ま

でご連絡ください。 

けがの状態によって医療機関への受診が必要と思われる場合は、保護者の方に連絡

をとり、受診について相談させていただきます。 

 

体調不良について 

急な発熱などの場合は保護者の方にお迎えをお願いします。また、発熱などはない

ものの体調が悪く、しばらく休んでも回復せず、学習を続けることが困難な場合は保

護者の方に連絡を行い、早退する場合があります。 

（（４４））緊緊急急連連絡絡カカーードドににつついいてて  

けがや体調不良などで、お子さんの状態を連絡する場合があります。必ず連絡がつくよ

うにしておいてください。連絡がつかない場合、受診等が遅れる可能性があります。 

・ 記入上の注意 

① 自宅以外の緊急連絡先は優先順に上からご記入ください。 

② 確実に連絡が取れるところ（携帯電話や仕事先を含めて）を複数ご記入ください。 

③ 受診時の参考にしますので、身体状況（アレルギー、禁止されている薬など）や

かかりつけの医療機関がありましたらご記入ください。 

・ その他 

①  学校の電話番号を携帯電話に登録しておいてください。 

② 「緊急連絡カード」の内容で変更がある場合は速やかに担任までご連絡ください。 

③「緊急連絡カード」は部外秘とし、卒業後・転出時には破棄します。 

 

（（５５））薬薬ととアアレレルルギギーーににつついいてて  

薬について 

・ 学校へ薬（内服薬、外用薬）を持参する場合は、連絡帳等でお知らせください。

持参する場合は、お子さんが薬の管理・使用をできるようにお願いします。 

・ ご心配な点があれば、担任または保健室にご相談ください。 

 

アレルギーについて 

・ アレルギー調査票は、アレルギーの有無に関わらず、全員提出してください。 

・ アレルギー調査票に基づき、詳しい内容についての書類（主治医記入の学校生活

管理指導票 等）の提出をお願いすることがあります。また、緊急時の対応など、

個別に面談をさせていただく場合があります。 
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（（６６））感感染染症症ににかかかかっったた時時 

学校保健安全法に指定されている下記の感染症にかかると登校できません。この場合、

『出席停止』扱いとなり、欠席にはなりません。 

登校する際には、学校からお渡しする『届』の用紙に保護者の方が記入し、担任まで提

出してください。（（医医師師にによよるる診診断断書書はは必必要要あありりまませせんん））  

※新型コロナウイルス感染症は第１種に含まれます。 

※あくまでも出席停止期間はめやすです。この他にも感染症はあります。 

詳しくは医師の指示に従ってください。 

  

（（77））日日本本ススポポーーツツ振振興興セセンンタターーににつついいてて  

学校管理下でけがをして医療機関を受診した場合、日本スポーツ 

振興センターより、保険診療の範囲内で治療費が支給されます。 

学校でけがをして医療機関を受診されたときは、担任までお申し出 

ください。 

本制度は申し込み制になっていますが、万一の場合を考慮して毎年全員加入をお願いし

ております。保護者負担額は、年年間間 446600 円円です。 

年度途中に転出入された場合でも、日本国内の学校であれば有効です。 

感 染 症 と 出 席 停 止 の 基 準 （ め や す ） 

 病名 期間 

第 1種 法定伝染病 治癒するまで 

第 2種 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ等を除く） 
発症した後 5日を経過し、かつ解熱した後 2日を経過

するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は 5日間の適正な抗菌剤

による治療が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後 3日を経過するまで 

風疹（3日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化
か ひ か

するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後 2日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺等の腫脹が発現した後 5 日間を経過し、かつ

全身状態が良好になるまで 

結核 医師が感染のおそれがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで 

第 3種 

腸管出血性大腸菌感染症（O157） 

医師が感染のおそれがないと認めるまで 流行性角結膜炎（はやり目） 

急性出血性結膜炎 

その他（次のような病気が含まれます。） 

・ヘルパンギーナ 

・伝染性紅斑 

・溶連菌感染症 

・手足口病 

・マイコプラズマ肺炎 

・感染性胃腸炎（ノロウイルス・ロタウイルス等） 

医師が感染のおそれがないと認めるまで 
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